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(57)【要約】
【課題】ベイトリールを使用したジギングにおいて、良
好なパーミングを実現し、タックルを自在に操作するこ
とができるリールシートの提供。
【解決手段】このリールシート１０は、シート本体２１
とサポートグリップ２２とを有する。シート本体２１の
リール保持部２４にシート面２９が形成され、ここにベ
イトリールが固定される。リール保持部２４の後端ぶサ
ポートグリップ２２が設けられる。サポートグリップ２
２は、基部６１及び湾曲部６２を有する。湾曲部６２は
、後端面６３を有する。後端面６３は、軸方向１２を中
心として放射状に拡がり、且つ後側１４に向かって膨ら
む曲面である。後端面６３の上部は、前側１３へ湾曲し
て延びている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣竿を構成するブランクが軸方向に沿って挿入される筒状本体と、
　当該筒状本体の外周面に上記軸方向に沿って形成され、釣用リールの脚が載置されるシ
ート面と、
　上記筒状本体の上記シート面より上記軸方向後側に形成され、上記軸方向を中心として
上記筒状本体の径方向に放射状に拡がるサポート面とを備えたリールシート。
【請求項２】
　上記サポート面は、
　上記径方向に拡がりつつ上記シート面の上方へ張り出す湾曲面をさらに備えている請求
項１に記載のリールシート。
【請求項３】
　上記湾曲面の中央部が上記軸方向に欠損するように切り欠かれている請求項２に記載の
リールシート。
【請求項４】
　釣竿を構成するブランクが軸方向に沿って挿入される筒状本体と、
　当該筒状本体の外周面に上記軸方向に沿って形成され、釣用リールの脚が載置されるシ
ート面とを有するリールシートに適用され、
　上記筒状本体の後端部に設けられる主軸部と、
　当該主軸部に設けられ、上記シート面より上記軸方向後側で上記軸方向を中心として上
記筒状本体の径方向に放射状に拡がるサポート面を有する当接部とを備えたサポートグリ
ップ。
【請求項５】
　上記サポート面は、
　上記径方向に拡がりつつ上記シート面の上方へ張り出す湾曲面をさらに備えている請求
項４に記載のサポートグリップ。
【請求項６】
　上記当接部の中央部に、上記湾曲面の中央部が上記軸方向に欠損するように切欠部が設
けられている請求項５に記載のサポートグリップ。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、釣用リールを保持するリールシート及びこのリールシートに適用されるサ
ポートグリップの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえばベイトリールを使用したジギングの場合、釣人は、釣竿の後端部を脇に挟むと
共にリールシート及びベイトリールを把持し、その状態でベイトリール及びロッドを操作
する。このような釣りでは、いわゆるパーミングは非常に重要である一方、良好なパーミ
ングを実現しにくく、タックルの操作が不安定となりやすい。そのような状況でも、釣果
を上げるためには、釣り場の状況に応じてジグのアクションをコントロールする必要があ
り、釣人は、タックルに特殊な動きをさせなければならないときがある。
【０００３】
　つまり、ベイトリールを使用する釣りの場合は、良好なパーミングが実現されることが
きわめて重要であり、そのために、従来、リールシートに様々な改良が加えられている（
たとえば、特許文献１及び特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特許第３８６６５０９号公報
【特許文献２】特許第６０００１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、良好なパーミングとは、釣人の手がベイトリールが装着されたリールシート
の外縁に馴染んで当接すること（握り易いこと）であり、換言すれば、釣人の手のひらと
、ベイトリール及びリールシートとの間に余計な隙間が形成されない状態である。ジギン
グでは、たとえばロッドの後端側から先端側へ（すなわち釣人にとって手前側から竿先側
へ）タックルを操作する場合があり、かかる操作を安定的に行うには、単にリールシート
が握り易いだけでは不十分である。
【０００６】
　本発明はかかる背景のもとになされたものであって、その目的は、ベイトリールを使用
したジギングにおいて、良好なパーミングを実現し、タックルを自在に操作することがで
きるリールシート及びこれに適用されるサポートグリップを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　(1) 本発明に係るリールシートは、釣竿を構成するブランクが軸方向に沿って挿入され
る筒状本体と、当該筒状本体の外周面に上記軸方向に沿って形成され、釣用リールの脚が
載置されるシート面と、上記筒状本体の上記シート面より上記軸方向後側に形成され、上
記軸方向を中心として上記筒状本体の径方向に放射状に拡がるサポート面とを備えている
。
【０００８】
　この構成によれば、釣人は、たとえばベイトリールをリールシートに装着し、当該リー
ルシートと共にベイトリールのボディを握り込む。このとき、当該ベイトリールの後方に
上記サポート面が配置され、しかも、このサポート面は、軸方向を中心として放射状に拡
がっているから、釣人の母指球乃至手根が上記サポート面に当接する。これにより、容易
にフルパーミングが実現される。
【０００９】
　(2) 上記サポート面は、上記径方向に拡がりつつ上記シート面の上方へ張り出す湾曲面
をさらに備えているのが好ましい。
【００１０】
　この構成では、釣人がリールシートと共にベイトリールを握り込んだとき、母指球から
親指までが上記湾曲面に自然に沿うように当接する。これにより、より確実なフルパーミ
ングが実現される。
【００１１】
　(3) 上記湾曲面の中央部が上記軸方向に欠損するように切り欠かれているのが好ましい
。
【００１２】
　この構成では、釣人の指がベイトリールのクラッチに掛かりやすい。
【００１３】
　(4) 本発明に係るサポートグリップは、釣竿を構成するブランクが軸方向に沿って挿入
される筒状本体と、当該筒状本体の外周面に上記軸方向に沿って形成され、釣用リールの
脚が載置されるシート面とを有するリールシートに適用される。このサポートグリップは
、上記筒状本体の後端部に設けられる主軸部と、当該主軸部に設けられ、上記シート面よ
り上記軸方向後側で上記軸方向を中心として上記筒状本体の径方向に放射状に拡がるサポ
ート面を有する当接部とを備えている。
【００１４】
　この構成によれば、釣人は、たとえばベイトリールをリールシートに装着し、当該リー
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ルシートと共にベイトリールのボディを握り込む。サポートグリップの主軸部がリールシ
ートのシート本体に設けられているので、上記ベイトリールの後方に上記サポート面が配
置されることになる。このサポート面は、軸方向を中心として放射状に拡がっているから
、釣人の母指球乃至手根が当該サポート面に当接し、容易にフルパーミングが実現される
。
【００１５】
　(5) 上記サポート面は、上記径方向に拡がりつつ上記シート面の上方へ張り出す湾曲面
をさらに備えているのが好ましい。
【００１６】
　この構成では、釣人がリールシートと共にベイトリールを握り込んだとき、母指球から
親指までが上記湾曲面に自然に沿うように当接する。これにより、より確実なフルパーミ
ングが実現される。
【００１７】
　(6) 上記当接部の中央部に、上記湾曲面の中央部が上記軸方向に欠損するように切欠部
が設けられているのが好ましい。
【００１８】
　この構成では、釣人の指が切欠部を通してベイトリールのクラッチに掛かりやすい。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、釣人は、容易にフルパーミングを実現することができりので、釣竿
及びべートリールを自在に操作することができる。その結果、たとえば、ジギングにおい
てジグの特殊なアクションを実現するために、釣竿及びべートリールを後ろから前側へ押
し出すような操作も簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの正面図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの斜視図である。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの斜視図である。
【図４】図４は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの断面図である。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの平面図である。
【図６】図６は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの底面図である。
【図７】図７は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの左側面図である。
【図８】図８は、本発明の第１実施形態に係るリールシートの右側面図である。
【図９】図９は、本発明の第１実施形態に係るサポートグリップの正面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１実施形態に係るサポートグリップの平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の第１実施形態に係るサポートグリップの底面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第１実施形態に係るサポートグリップの左側面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第１実施形態に係るサポートグリップの右側面図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの正面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの斜視図である。
【図１７】図１７は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの平面図である。
【図１９】図１９は、本発明の第２実施形態に係るリールシートの左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の好ましい実施形態が、適宜図面が参照されながら説明される。なお、本
実施の形態は、本発明に係るリールシートの一態様にすぎず、本発明の要旨を変更しない
範囲で実施態様が変更されてもよいことは言うまでもない。
【００２２】
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＜リールシートの構成＞
【００２３】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るリールシート１０の正面図であり、図２及び図３
は、それぞれ、リールシート１０を右前上方及び右後上方から見た斜視図である。
【００２４】
　図１～図４が示すように、このリールシート１０は、全体として筒状を呈する。釣竿本
体１１（特許請求の範囲に記載された「ブランク」に相当）は、リールシート１０の内側
に嵌め込まれて固定される。図示されていない釣用リール（本実施形態ではベイトリール
）は、リールシート１０に装着されるようになっている。本実施形態において、図中矢印
１２は釣竿本体１１の軸方向であり、矢印１３、１４がそれぞれ前側及び後側、矢印１５
、１６がそれぞれ上側及び下側、矢印１７、１８がそれぞれ左側及び右側を示す。
【００２５】
　リールシート１０は、シート本体２１（特許請求の範囲に記載された「筒状本体」に相
当）と、サポートグリップ２２とを有する。これらは、ポリアミド（ＰＡ）、ポリオキシ
メチレン（ＰＯＭ）のほか、炭素繊維等の繊維により強化された樹脂からなる。本実施形
態では、これらは別々の部材として構成され、接着剤等により結合されているが、一体的
に形成されていてもよい。本実施形態の特徴とするところは、サポートグリップ２２がシ
ート本体２１に設けられており、後に詳述される外形形状に成形されることにより、実釣
において、特にジギングにおいていわゆるフルパーミングが容易に実現され、釣人は自在
にタックルを操作することができるようになっている。
【００２６】
　図１及び図４が示すように、シート本体２１は円筒状を呈し、釣竿本体１１がシート本
体２１の内側に挿通されている。シート本体２１は、既知の手段（たとえば接着剤等）に
より釣竿本体１１の所定の位置に固定される。
【００２７】
　図１～図６が示すように、シート本体２１は、前側１３から後側１４に向かって順に、
締付パイプ部２３及びリール保持部２４を有している。なお、図示されていないが、一般
に、リール保持部２４の後方にリヤグリップが設けられる。これらは既知の構造であり、
締付パイプ部２３及びリール保持部２４は一体的に形成されている。
【００２８】
　締付パイプ部２３の外周面に雄ネジ２７が形成されている。図示されていないが、締付
ナットが締付パイプ部２３の雄ネジ２７と螺合するようになっている。この締付ナットの
構造は既知であり、この締付ナットはフードを備えている。このフードにベイトリールの
脚が嵌め込まれるようになっている。
【００２９】
　リール保持部２４の上面２８（特許請求の範囲に記載された「筒状本体の外周面」に相
当）は平坦面となっており、この上面２８にシート面２９が形成されている。ベイトリー
ルの脚は、このシート面２９上に載置される。リール保持部２４に固定フード３０が一体
的に形成されている。固定フード３０は、シート面２９の後側１４に設けられており、当
該シート面２９に隣接している。ベイトリールの一方の脚が固定フード３０に挿入された
状態で、上記締付ナットが締付パイプ部２３にねじ込まれると、当該締付ナットに設けら
れたフードにベイトリールの他方の脚が挿入され、これらフード及び固定フード３０によ
りベイトリールの脚が挟持される。
【００３０】
　図１及び図４が示すように、リール保持部２４の下面にトリガ２５が設けられている。
このトリガ２５は、リール保持部２４と一体的に形成されており、下方に突出している。
釣人は、安定したキャスティングを実現するため、パーミングに際して手をトリガ２５に
掛ける。なお、トリガ２５の外形形状は既知であり、釣人の指が掛かりやすいように成形
されている。
【００３１】
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　サポートグリップ２２は、リール保持部２４の後端に嵌め込まれている（図４参照）。
本実施形態では、サポートグリップ２２がリール保持部２４の後端に取り付けられている
が、要するにシート面２９よりも後側１４に設けられていればよい。
【００３２】
　図９～図１３及び図４が示すように、サポートグリップ２２は、主軸部５５と、略Ｌ字
状に形成された当接部５６（図９及び図４参照）とを有し、これらは一体的に形成されて
いる。
【００３３】
　主軸部５５は、本実施形態では円柱状に形成されており、その外径は、リール保持部２
４の内径に対応している。この主軸部５５がリール保持部２４の後端部の内側に挿入され
、たとえば接着剤等により固着されている。主軸部５５の外形形状は円柱状に限定される
ものではなく、リール保持部２４の後端部の内壁面形状に対応して形成される。
【００３４】
　図４が示すように、本実施形態では、この主軸部５５と当接部５６との境界に嵌合段部
５７が形成されている。この嵌合段部５７は、リール保持部２４の後端面に形成された座
５８と嵌合する。これにより、サポートグリップ２２がリール保持部２４に安定的に取り
付けられる。
【００３５】
　軸方向１２に沿って主軸部５５の中心に貫通孔５９が設けられている。この貫通孔５９
は、当接部５６を貫き、当接部５６の後端に開口６０を形成している。上記釣竿本体１１
は、この貫通孔５９に挿通されている。
【００３６】
　当接部５６は、基部６１と、当該基部６１に連続する湾曲部６２とを有し、これらは一
体的に形成されている。基部６１は、主軸部５５に対して直交ないし略直交しており、図
７及び図１２が示すように、半円形の板状に形成されている。図４、図７、図９及び図１
２が示すように、基部６１の後端面６６（特許請求の範囲に記載された「サポート面」に
相当）は、滑らかに後側１４へ向かって湾曲する曲面である（図１０及び図１１参照）。
図７、図９、図１１及び図１２が示すように、この後端面６６の下縁部は、面取加工が施
されて、より滑らかな曲面を形成している。基部６１の左右方向の寸法Ｄは、２０ｍｍ～
６０ｍｍ程度に設定される。寸法Ｄがかかる範囲に設定されることによる作用効果は後述
される。
【００３７】
　湾曲部６２は、基部６１の上縁に連続して上側１５へ延びると共に前側１３に滑らかに
湾曲して延びている。図１、図４及び図９が示すように、湾曲部６２は、リール保持部２
４の後端部を覆っており、いわゆる庇を形成している。湾曲部６２の後端面６３（特許請
求の範囲に記載された「サポート面」及び「湾曲面」に相当）は、上記基部６１の後端面
６６と連続しており、滑らかに後側１４且つ斜め上方へ凸となる曲面である。ただし、湾
曲部６２は、前側１３へも延設されているので、後端面６３は、前側１３に向かって漸次
せり上がり、張り出している。つまり、基部６１及び湾曲部６２の後端面６６、６３によ
って略球面状の面が形成されている。これら後端面６６、６３は、同図が示すようにシー
ト面２９より軸方向１２の後側１４に位置し、軸方向１２を中心としてシート本体２１の
径方向に放射状に拡がっている。
【００３８】
　図４、図９及び図１３が示すように、湾曲部６２の前面６４に後側１４に延びる凹部６
５が設けられている。この凹部６５は、いわゆる肉抜き加工により形成されており、その
サイズについては特に限定されるものではない。この凹部６５が設けられることにより、
サポートグリップ２２の軽量化が図られている。もっとも、この凹部６５は省略されても
よい。
【００３９】
＜作用効果＞
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【００４０】
　実釣において釣人は、リールシート１０にベイトリールを装着し、サポートグリップ２
２を握り込んでパーミングを行う。これにより、釣人は、釣竿及びベイトリールを把持し
操作することができる。このとき、ベイトリールの後方にサポートグリップ２２が配置さ
れており、その後端面６６、６３は、軸方向１２を中心として放射状に拡がっている。し
たがって、釣人の母指球ないし手根が上記後端面６６、６３に当接し、容易にフルパーミ
ングが実現される。その結果、釣人は、釣竿及びべートリールを自在に操作することがで
き、たとえば、ジギングにおいてジグの特殊なアクションを実現するために、釣竿及びべ
ートリールを後ろから前側へ押し出すような操作も簡単に行うことができる。
【００４１】
　特に、上記後端面６３は、上記軸方向１２を中心として径方向に拡がりつつシート面２
９の上方へ張り出す湾曲面であるから、釣人がリールシートと共にベイトリールを握り込
んだとき、母指球から親指までが後端面６６及び後端面６３に自然に沿うように当接する
。これにより、より良好なフルパーミングが実現される。
【００４２】
　本実施形態では、基部６１の左右方向の寸法Ｄが２０ｍｍ～６０ｍｍ程度に設定される
から、釣人の手がサポートグリップ２２に良好に馴染むことができる。
【００４３】
＜第２実施形態＞
【００４４】
　図１４～図１９は、本発明の第２実施形態に係るリールシート７０を示す。
【００４５】
　本実施形態に係るリールシート７０が上記第１実施形態に係るリールシート１０と異な
るところは、サポートグリップ８２の形状である。具体的には、（１）リールシート１０
のサポートグリップ２２は主軸部５５を備えていたのに対し（図４参照）、リールシート
７０のサポートグリップ８２はそのような部材を備えていない点（図１７参照）、（２）
サポートグリップ２２の後端面６６及び後端面６３は、軸方向１２を中心として径方向に
拡がり且つ後側１４に膨らむ略球面状を呈するのに対し（図１参照）、サポートグリップ
８２の後端面７３は、軸方向１２を中心として径方向に拡がりつつ、当該軸方向１２を中
心とする凹面に形成されている点、（３）サポートグリップ２２では、凹部６５が設けら
れているのに対し（図１参照）、サポートグリップ８２では、上記後端面７３を有する湾
曲部７２に切欠部８３が形成されている点である。なお、リールシート７０のその他の構
成については、リールシート１０と同様である。
【００４６】
　図１７が示すように、サポートグリップ８２の前面部に嵌合段部５７が形成されており
、この嵌合段部５７がリール保持部２４に設けられた座５８に嵌め合わされている。両者
は上記第１実施形態と同様に接着剤等により接着固定される。第１実施形態に係る主軸部
５５が省略されているから、サポートグリップ８２の構造が簡略化され、リールシート７
０が軽量化される。
【００４７】
　図１６、図１８及び図１９が示すように、サポートグリップ８２の後端面７３は、軸方
向１２を中心として径方向に拡がっている。ただし、図１４及び図１５が示すように、こ
の後端面７３の中央部分は、軸方向１２を中心とする凹面に形成されている。この凹面の
曲率半径は特に限定されるものではないが、釣人の手が良好に馴染む程度に設定されるの
が好ましい。後端面７３が凹面であるから、釣人が釣竿及びベイトリールを後ろから前方
へ押し出すような操作をする際に、手がより安定する。
【００４８】
　サポートグリップ８２の後端面７３に形成された切欠部８３は、図１６、図１８及び図
１９が示すように、略Ｖ字状を呈する。すなわち、湾曲部７２の上端部が、軸方向１２を
基準として後ろから前方に向かって漸次左右対称に拡がるように切り欠かれている。この
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切欠部８３は、軸方向１２に沿って湾曲部７２を貫通するように形成されており、後端面
７３の中央部が欠損した状態となっている。
【００４９】
　この切欠部８３が設けられることにより、釣人の指が切欠部８３を通してベイトリール
のクラッチに掛かる。したがって、釣竿及びベイトリールの操作がより一層容易になる。
もっとも、切欠部８３の形状は、本実施形態では前述のように略Ｖ字状を呈するが、かか
る形状に限定されるものではなく、たとえば左右方向に延びる略矩形の切欠き等であって
もよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１０・・・リールシート
　１１・・・釣竿本体
　１２・・・軸方向
　２１・・・シート本体
　２２・・・サポートグリップ
　２３・・・締付パイプ部
　２４・・・リール保持部
　２８・・・上面
　２９・・・シート面
　３０・・・固定フード
　３１・・・第１湾曲部
　３２・・・第２湾曲部
　３３・・・第３湾曲部
　３４・・・鍔部
　３６・・・下面
　３７・・・外周面
　３８・・・外周面
　３９・・・隙間
　４０・・・側面
　４１・・・側面
　４２・・・上縁
　４３・・・上縁
　４４・・・外周面
　４５・・・上端部
　５２・・・前面
　７０・・・リールシート
　７２・・・湾曲部
　７３・・・後端面
　８２・・・サポートグリップ
　８３・・・切欠部
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